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■外国人投資制限業種および許容基準 

【別表 2】  

（外国人投資に関する規程 第５条関連） 

最終更新日： 20 21 年 5 月 31 日  

業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

011 10  穀物およびその他

食糧作物栽培業  

農林畜産食品部  

 

-  稲栽培および大麦栽培を

除いて許容  

 

012 12  肉牛飼育業  
農林畜産食品部  

-  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  

 

201 29  その他基礎無機化

学物質製造業  
産業通商資源部  

-  原子力発電燃料の製造・

供給事業を除いて許容  

 

242 19  その他非鉄金属製

錬、精錬および合

金製造業  

産業通商資源部  

-  その他基礎無機化学物質

製造業の許容基準と同じ  

 

 

351 11  原子力発電業  産業通商資源部  ＜未開放＞   

351 12  水力発電業  

産業通商資源部  

-  外国人が韓国電力公社か

ら仕入れる発電設備の合

計は、国内全体発電設備

の 30％まで許容  

 

※韓国電力公社（子会社を

含む）から仕入れる場合

にのみ該当  

 

351 13  火力発電業  

351 14  太陽力発電業  

351 19  その他発電業  

351 20  送電および配電業  産業通商資源部  -  次の場合に限り許容  

1.  外国人投資比率が 50％

未満であること  

2.  外 国 投 資 家 の 議 決 権 の

あ る 株 式 な ど の 所 有 は

内国人第 1 株主より低く

なければならない  

 

※電気販売業は「電気事業

法」による電気販売事業

にのみ該当  

 

351 30  電気販売業  

382 40  放射性廃棄物収集

運搬および処理業  

産業通商資源部  -  「放射性廃棄物管理法」

第 9 条による放射性廃棄

物管理事業は除いて許容  

 

463 13  肉類卸売業  農林畜産食品部  -  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  
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業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

501 21  内航旅客運送業  海洋水産部  

 

-  次の各号の要件のすべて

を充足する場合に許容  

1.  許容対象：南・北間旅客

または貨物運送  

2.  大韓民国の船舶会社と合

弁する場合であること  

3.  外国人投資比率が 5 0％

未満であること  

501 22  内航貨物運送業  海洋水産部  

 

-  内航旅客運送業の許容基

準と同じ  

 

51  国際航空運送業  国土交通部  

 

-  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  

 

51  国内航空運送業  国土交通部  

 

-  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  

 

51  小型航空運送業  国土交通部  

 

-  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  

 

581 21  新聞発行業  文化体育観光部  -  外国人投資比率が 50％未

満 の 場 合 に 許 容 （ た だ

し 、 日 刊 新 聞 の 場 合 に

は 、 外 国 人 投 資 比 率 が

30%未満の場合に許容）  

 

581 22  雑誌および定期刊

行物発行業  

文化体育観光部  -  外国人投資比率が 50％未

満の場合に許容  

 

601 00  ラジオ放送業  放送通信委員会  ＜未開放＞   

602 10  地上波放送業  放送通信委員会  ＜未開放＞   
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業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

602 21  プログラム供給業  放送通信委員会  

 

科学技術情報通

信部 

-  外国人投資比率が 49％以

下 の 場 合 に 許 容 ( た だ

し、総合編成を行う放送

チャンネル使用事業者は

外国人投資比率が 20％以

下の場合に許容、報道に

関する専門編成を行う放

送チャンネル事業者は外

国人投資比率が 1 0％以下

である場合に許容)  

※プログラム供給業は「放送

法」上の‘放送チャンネル

使用事業’をいう。 

※ただし、総合編成や報道に

関する専門編成または商品

紹介および販売に関する専

門編成を行う者を除いた放

送チャンネル使用事業者の

場合、大韓民国が外国と 2

カ国間または多国間で締結

して発効した自由貿易協定

のうち、科学技術情報通信

部長官が定めて告示する自

由貿易協定（韓・米 FTA）

の締結相手国の政府や団体

または外国人が株式または

持ち分を所有している法人

は、放送法第 14 条第 1 項

第 3 号の外国人擬制法人に

該当する者とはみなさない

（より詳しい内容は当該自

由貿易協定文を参照） 

 

602 22  有線放送業  科学技術情報通

信部 

-  総合有線放送業について

外国人投資比率が 49％以

下 の 場 合 に 許 容 ( た だ

し、中継有線放送事業は

外国人投資比率が 20％以

下である場合に許容)  
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業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

602 29  衛星およびその他

放送業  

科学技術情報通

信部 

-  外国人投資比率が 49％以

下 の 場 合 に 許 容 ( た だ

し、総合編成もしくは報

道に関する専門編成を行

うインターネットマルチ

メディア放送コンテンツ

事業者は外国人投資比率

が 20％以下である場合に

許容)  

※ただし、総合編成や報道に

関する専門編成または商品

紹介および販売に関する専

門編成を行う者を除いたイ

ンターネットマルチメディ

ア放送コンテンツ事業者の

場合、大韓民国が外国と 2

カ国間または多国間で締結

して発効した自由貿易協定

のうち、科学技術情報通信

部長官が定めて告示する自

由貿易協定（韓・米 FTA）

の締結相手国の政府や団体

または外国人が株式または

持分を所有している法人

は、インターネットマルチ

メディア放送事業法第 9 条

第 2 項第 3 号の外国人擬制

法人に該当する者とはみな

さない（より詳しい内容は

当該自由貿易協定文を参

照） 
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業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

612 10  有線通信業  科学技術情報通

信部 

-  外 国 政 府 ま た は 外 国 人

(外国人擬制法人含む )が

所有 する 株式 (議 決権 の

ある株式に限り、株式預

託証書など議決権を持っ

た株式の等価物および出

資持 ち分 を含 む ) の合 計

が発行株式総数の 100 分

の 49 以下の場合に限り許

容 (ただし、 KT において

は、外国人などは筆頭株

主になることができず、

株式所有が 100 分の 5 未

満の場合には許容)  

※外国人擬制法人：外国政

府または外国人 (「資本市

場および金融投資業に関

する法律」第 9 条第 1 項

第 1 号による特殊関係人

を含む )が筆頭株主である

法人で、その発行株式総

数の 1 0 0 分の 1 5 以上の法

人 

※ただし、大韓民国が外国

と 2 カ国間または多国間で

締結して発効した自由貿易

協定のうち、科学技術情報

通信部長官が定めて告示す

る自由貿易協定（韓・米

FTA、韓・ EU FTA、韓・

カナダ  FTA、韓・オース

トラリア  FTA、韓・英国 

FT A）の相手国の外国人擬

制法人で、電気通信事業法

第 10 条による公益性審査

の結果、科学技術情報通信

部長官が公共の利益を害す

るリスクがないと判断した

法人は外国人とはみなさな

い（より詳しい内容は当該

自由貿易協定文を参照） 

 

612 20  無 線 お よ び 衛 星 

通信業  

科学技術情報通

信部 

-  有線通信業の許容基準と

同じ 
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業種分類  業種名  所管部署  許容基準(注)  開放時期  

612 99  その他電気通信業  科学技術情報通

信部 

-  有線通信業の許容基準と

同じ (た だし 、付 加通 信

業は制限なし )  

 

639 10  ニュース提供業  文化体育観光部  -  外国人投資比率が 25％未

満の場合に許容  

 

641 21  国内銀行  金融委員会  -  「農業協同組合法」によ

る農協中央会（金融）お

よ び 「 水 産 業 協 同 組 合

法 」 に よ る 水 協 中 央 会

（金融）を除いて許容 

 

注）特定内容がなく、年・月・日のみが表示されている場合は、その時期が到来すると全

面開放される。部分開放または開放拡大などの表示がある場合には、その時期が到来

すると部分開放または開放の幅が拡大される。  

 

 

 

 


